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垂 井 町 教 育 委 員 会 



垂井町教育委員会定例会会議録 

 

招集年月日  令和５年７月２６日（水） 

 

招 集 場 所  垂井町宮代２９５７番地の１１ 垂井町役場 ２階 つばき会議室 

 

開 会    午 前  ９時００分 

閉 会    午 前 １１時００分 

 

出 席 委 員  教育長  和 田   満 

委 員  亀 山 桂 子 

委 員  桑 原 良 樹 

委 員  渡 邉 定 隆 

委 員  風 越 由美子 

         

欠 席 委 員    なし 

 

出席した職員  教育次長    小 川 裕 司 

生涯学習課長  桑 原 和 弘 

事務局     馬 渕 達 也 

岡 本 邦 裕 

藤 井 祐 矢 

伊 藤   伸 

 

傍 聴 者    なし 

 

審 議 事 項  議第３４号 令和６年度使用小・中学校用教科用図書の採択について 

議第３５号 令和５年度準要保護児童・生徒の認定について 

 

会議録署名者   委 員  和 田   満 

委 員  風 越 由美子 

  



【議事】 

□議第３４号「令和６年度使用小・中学校用教科用図書の採択について」 

 

教育長 議第３４号「令和６年度使用小・中学校用教科用図書の採択について」を議

題といたしますが、当議題につきましては、教育委員会において審議、検討、

調査研究等の意思形成を諮るものであり、公開することで公正又は適切な意思

形成に著しい支障があると考えられますので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第１４条第７項の規定により、公開しないこととしたいと思います

がよろしいでしょうか。 

また、令和６年度に使用する小・中学校用教科用図書につきましては「令和

５年度岐阜県教科用図書西濃地区採択会議」において、採択区域内で種目ごと

に同一の教科用図書を採択することとなっており、今後、他市町での審議、検

討、調査研究等の意思形成に著しい支障があると考えられますので、構成他市

町が教科用図書の採択を決定するまでの間、本日の審議結果につきましても、

公開しないこととしたいと思います。 

それでは、本議題の審議を公開しないこと、また、本議第の審議結果につい

て、８月３１日までの間、公開しないことに賛成の方は挙手をお願いします。 

全委員 （全委員挙手） 

教育長 全員賛成ということで、本議題の審議は非公開とします。 

それでは、議第３４号について、事務局より説明を求めます。 

教育次長 議第３４号「令和６年度使用小・中学校用教科用図書の採択について」を説

明 

教育長 議第３４号「令和６年度使用小・中学校用教科用図書の採択について」の詳

細について説明 

それでは、ご質問やご意見をいただきたいと思います。 

亀山委員 シンプルな方が良いときと、情報が色々とまとめられている方が良いとき

と、その判断というのは難しいと感じました。 

桑原委員 全体的に見ると、子どもたちに考えさせるということに主眼を置いた教科書

が選定されているという印象でした。 

もう一つ、情報量が多いというか、言葉の多い方が選択されているような気

がしました。先生が子どもたちに向かって話をされる言葉がすでに教科書に入

っていて、うっかり聞き逃しても教科書に書いてあり、子どもたちにも分かり

やすいという点でも良くできている教科書だと思いました。 

渡邉委員 私が教科書を選定する委員であれば、漫然としてどちらが良いか選べない

が、説明を聞いてここに主眼をおいて選定されているんだということが実感で

きました。 

風越委員 年度初めに子どもたちが教科書を持って帰ってきますが、数が多いので細か

く読むということがありませんでした。今回、説明を聞いてどういうところが

基準になって教科書が選ばれたのかという裏側を見せていただいたような感

じがして、とても素晴らしい選択をしていただいて、それが手元に届いている

んだと知りました。 

どの教科書も今の子どもたちは、抽象的な言葉で書いてあったりすると、ど

ういうことなのだろうというところから入ってしまいます。算数の文章問題も

国語力がないと読み解けないというところがあるのですが、そういうところが



面倒くさくなってしまって、すぐに問題を解いてしまうという傾向がありま

す。今日見せていただいた国語の教科書、道徳の教科書、生活の教科書もそう

ですが、一つ一つを見ていたときにすごく読みやすく、子どもたちも絵で見て

も分かる、言葉がそこに付属していることによって、またさらに深められる、

そこからまた先生が説明してくださって、そういうことなのだなと理解できる

形になっていると感じました。 

教育長 ご意見ありがとうございました。 

ご意見を頂いたとおり、今の教科書は私たちが使っていた頃と大きく変わっ

ており、自分で学ぶことができるように仕組んであると思っています。 

子どもたちが先生の指示だけではなく、教科書を使って学習できるようにな

るものになれば良いと思っています。 

原案について採決をとります。 

令和６年度使用小学校用教科用図書の採択に関わりまして、ご承認いただけ

る方は挙手をお願いします。 

全委員 （全委員挙手） 

教育長 全員の賛成をいただきました。 

続きまして、令和６年度使用中学校用教科用図書についてです。これは来年

度採択替えでございますので、今年度と引き続きの教科書を使用することにな

ります。中学校用教科用図書の原案についてご賛同いただける方は挙手をお願

いします。 

全委員 （全委員挙手） 

  

議第３４号を承認 

 


